
一

（
国
土
交
通
委
員
会
）

流
通
業
務
の
総
合
化
及
び
効
率
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
及
び
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案
（
閣
法
第
一
九
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

流
通
業
務
の
総
合
化
及
び
効
率
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

１

物
資
の
流
通
の
効
率
化
の
た
め
の
取
組
に
係
る
基
本
理
念
の
規
定
を
新
設
す
る
と
と
も
に
、
国
は
、
基
本
理
念
に
の
っ

と
り
、
物
資
の
流
通
の
効
率
化
に
関
す
る
総
合
的
な
施
策
を
策
定
し
、
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
こ
と
と
す
る
。

２

独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
の
業
務
に
、
認
定
を
受
け
た
流
通
業
務
総
合
効
率
化
事
業
の
実

施
に
必
要
な
資
金
の
出
資
を
追
加
す
る
こ
と
と
す
る
。

３

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
等
は
、
運
送
ご
と
の
貨
物
の
重
量
の
増
加
の
た
め
の
措
置
を
、
ま
た
、
荷
主
は
、
同
措
置
に

加
え
、
運
転
者
の
荷
待
ち
時
間
等
の
短
縮
の
た
め
の
措
置
を
、
そ
れ
ぞ
れ
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と

す
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
者
の
う
ち
、
輸
送
能
力
等
が
一
定
以
上
で
国
土
交
通
大
臣
等
の
指
定
を
受
け
た
者
は
、
定
期

に
、
こ
れ
ら
の
措
置
の
実
施
に
関
す
る
中
長
期
計
画
を
作
成
等
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
ほ
か
、
こ
の
う
ち
指



二

定
を
受
け
た
荷
主
は
、
当
該
計
画
の
作
成
等
の
業
務
を
統
括
管
理
す
る
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

二

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
の
一
部
改
正

１

真
荷
主
（
自
ら
の
事
業
に
関
し
て
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
と
運
送
契
約
を
締
結
し
て
貨
物
の
運
送
を
委
託
す
る
者

で
、
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
以
外
を
い
う
。
）
及
び
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
は
、
運
送
契
約
を
締
結
す
る
と
き

は
、
運
送
の
役
務
の
内
容
及
び
そ
の
対
価
等
を
書
面
に
記
載
し
て
相
互
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

２

元
請
と
な
る
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
は
、
貨
物
の
運
送
を
下
請
事
業
者
に
委
託
す
る
場
合
、
当
該
下
請
事
業
者

に
係
る
運
送
事
業
の
健
全
な
運
営
の
確
保
に
資
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す

る
。
ま
た
、
元
請
事
業
者
は
、
真
荷
主
か
ら
引
き
受
け
た
一
定
以
上
の
重
量
の
貨
物
の
運
送
を
下
請
事
業
者
に
委
託
し
た

と
き
は
、
実
運
送
事
業
者
の
名
称
等
を
記
載
し
た
実
運
送
体
制
管
理
簿
を
作
成
等
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

３

貨
物
軽
自
動
車
運
送
事
業
者
は
、
一
定
の
重
大
事
故
を
引
き
起
こ
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
国
土
交
通
大
臣
へ
報
告

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
四
輪
以
上
の
軽
自
動
車
を
使
用
し
て
貨
物
を
運
送
す
る
貨
物
軽
自
動
車
運

送
事
業
者
は
、
営
業
所
ご
と
に
、
貨
物
軽
自
動
車
安
全
管
理
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

三

こ
の
法
律
は
一
部
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
で
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
す
る
。


